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【相談内容】 

 先月の相談事例で「働き方改革法」の成立で、時間外労働に上限規制が設けられたと聞きましたが、時間外労

働の協定はどのように進めればよいのでしょうか？また、３６協定届出書の書式に変更はあるのでしょうか？ 

 

【アドバイス】 

 ２０１９（平成３１）年４月から、３６（サブロク）協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられ、

届出書も一新されます。ただし、中小企業への適用は、２０２０年４月からになります。また、旅客貨物運送業

等での時間外労働上限規制の猶予は２０２４年３月迄継続されます。 

 自殺者を発生させた電通事件の最高裁判決を契機に、所轄労働基準監督署の監督行政が徹底されてきておりま

す。届出書の有無に留まらず、労働者代表の選任が適正に行われているか、協定事項が遵守されているか等に怠

りがないようにしてください。 

 また、３６協定書の範囲内の時間外労働であっても、事業者は労働者に対する安全配慮義務を負いますので、

労働者の健康管理に引き続き留意してください。 

  

＜３６協定とは＞ 

 時間外労働（早出、残業、休出）をさせるためには、３６協定が必要です。このことを規定している法律が、

労働基準法 第３６条であることから、３６（サブロク）協定と呼ばれるようになりました。 

 労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週４０時間以内とされています。これを「法定労働

時間」といいます。 

 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働（早出残業）をさせる場合には、 労働基準法第３６条に基づく労

使協定（３６協定）を締結し、その協定内容を所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。 

 これを怠った場合、６ケ月以内の懲役、３０万円以下の罰金に処せられます。 

 

＜協定することは＞ 

 ①１年単位の変形労働時間制を採用するか否か。採用する場合は、該当する労働者の特定と人数。 

 ②時間外労働をさせる必要のある具体的事由および業務ならびに労働者の人数、１日の所定労働時間。 

 ③１日、１月、１年あたりの延長労働時間数とその起算日。協定の有効期間。 

 ④休日労働をさせる具体的事由、業務、人数、休日、日数、始業および終業の時刻。 

 ⑤休日労働を含めた時間外労働が１月100時間未満、２～６月平均80時間未満であることの確認 

 ⑥限度時間(月45時間(年間変形制は42時間)、年360時間)を超える特別条項を設ける臨時的な特別事情の場合 

・限度時間を超える月数(６回以内)と休日労働を含めた時間数(100時間未満、２～６月平均80時間未満) 

・１年の総時間外労働時間数(休日労働を含めずに720時間以内)と１年の起算日 

・限度時間を超えた場合の割増賃金率(法定25%を超える割増率、2023/4/1～60時間超時50%の義務化) 

 ⑦限度時間を超えて労働させる場合の手続および労働者の健康と福祉を確保するための措置 

 

＜手続は＞ 

 ①上記の内容を定めた協定書を労働者代表と締結する。 

 ②協定内容を「時間外労働、休日労働に関する協定届」に転記し、代表者印を押印し、届出書を作成する。 

   ※１届出書を裏面に記載しましたので、参考にされてください。 

   ※２届出書をもって協定書とする場合には、労働者代表の方の押印が必要になります。 

 ③所轄労働基準監督署へ届出書を提出し、受理印を押印されたものを事業主控えとして持ち帰る。 

 

（この著作権は三浦労務経営事務所に帰属する） 

  



 

※厚生労働省のHP ＞ 雇用・労働 ＞ 働き方改革 ＞ 各種リーフレット／様式 をご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html 

 
 

 


